
令和３年１０月  日 

会員各位 

中央研修所統轄 三浦勝也 

業務部長 嶋田不二雄 

令和３年度著作権相談員養成研修について 

 

今年度の著作権相談員養成研修について、新型コロナウイルス感染症対策等を目的とし

て通常の集合研修は行わず、日本行政書士会連合会中央研修所研修サイトに令和３年１０

月１３日より配信された、ＶＯＤ研修（効果測定の受験も含む）を利用することといたしま

したのでお知らせします。 

同研修の取り扱いその他詳細については別紙のとおりとなりますので、受講を希望され

る会員は内容ご確認の上適宜対応お願いいたします。 

同研修は、平成２１年度より実施されており、その修了者となった著作権相談員の名簿に

ついて文化庁、公益社団法人著作権情報センター、一般財団法人ソフトウェア情報センター

の３団体へ提出し、各地で著作権問題に取り組んでいる著作権相談員の積極的な活用の申

し入れをしております。是非積極的な受講をお願いいたします。 

 

記 

【研修の場所】 

日本行政書士会連合会 中央研修所研修サイト(ログインが必要です。) 

https://gyosei.informationstar.jp/ ＞講座一覧 ＞著作権相談員養成研修 

 

【添付資料】 

別紙 令和３年度著作権相談員養成研修の取扱いについて 

以上  

https://gyosei.informationstar.jp/


別 紙 

令和３年度著作権相談員養成研修の取扱いについて 

 

１「著作権相談員養成研修」とは 

 

「著作権相談員養成研修」は、著作権相談員を養成することを目的とし、次のテキスト４種

を使用した研修を受講の上、効果測定を受験し、名簿登載基準を満たした会員について、著

作権相談員として認定し名簿に登載します。また、関係団体への著作権相談員名簿の名簿提

出をもって、行政書士の著作権業務における積極活用を申し入れることを目的としていま

す。 

＜使用テキスト＞ 

（１）『著作権テキスト』２０２１年度版，文化庁著作権課 

（２）『登録の手引き』２０２１年１月版，文化庁著作権課 

（３）『プログラム登録の手引き』２０２１年６月版、 

一般財団法人ソフトウェア情報センター 

（４）『裁定の手引き』２０２１年４月版，文化庁著作権課 

なお、本研修は、既存の著作権相談員のレベルアップ等を目的とした研修ではありません

が、著作権法改正内容を反映していることから、既存相談員の受講も可能です。 

＜提出先＞ 

・文化庁 

・公益社団法人 著作権情報センター 

・一般財団法人 ソフトウェア情報センター 

 

  



２ テキストについて 

 

下記ＵＲＬより、該当のテキスト等をダウンロードして御利用ください。 

（１）文化庁『著作権テキスト』 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kyozai.html 

・『著作権テキスト（２０２１年度版）』 

（２）文化庁『登録の手引き』等 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/ 

・『登録の手引き（２０２１年１月版）』 

・申請様式（各種申請書のダウンロード） 

（３）一般財団法人ソフトウェア情報センター『プログラム登録の手引き』 

http://www.softic.or.jp/touroku/tebiki.html 

・『プログラム登録の手引き（２０２１年６月版）』 

※一般財団法人ソフトウェア情報センターでは、行政書士会の研修用に作成された冊子

｟１冊１，１００円（税込・送料別）｠を販売しています。ご注文は、

（https://forms.softic.or.jp/program/）からお願いいたします。 

（４）文化庁『裁定の手引き』 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/ 

・『裁定の手引き（２０２１年４月版）』 

 

  



３ 研修の実施と受講について 

（１）本研修の受講方法 

連合会中央研修所研修サイトに登載されている同講義を各会員が個人視聴する受講スタ

イルとなります。 

（２）ＶＯＤ研修の受講期間は、令和３年１０月１３日（水）～令和４年２月２８日（月）

までとなりますのご注意ください。期限までに効果測定まで完了しない場合は、修了とみ

なされません。 

（３）本年度ＶＯＤ研修を受講し修了した会員の著作権相談員カードについては、令和４年

年４月頃を目途に本会を経由して配付となる予定です。 

 

４ 効果測定について 

（１）効果測定問題の増設について 

効果測定問題については、中央研修所研修サイトのシステム上、回答時間を設けられない

ことから、ＶＯＤ研修上は無制限とすることといたしました。それに伴い、受講会員の知識

の担保を目的として、効果測定問題を増設しておりますので、ご承知おき下さい。 

（２）ＶＯＤ研修の効果測定について 

中央研修所研修サイトに登載されている著作権相談員養成研修については、全ての講義

を視聴完了した場合のみ、効果測定が受験できるようシステム化されています。また、講義

部分の視聴については繰り返し視聴可能ですが、効果測定については１回のみの回答制限

となっております。時間についてはシステム時間についてはシステムの都合上、無制限とな

っております。 

  



注意事項 

 

・効果測定は、著作権相談員名簿への登載希望者を対象として実施するもので、同測定で一

定の成績を収めることが名簿登載の条件です。 

・効果測定基準は３０問（１００点満点）中２１問（７０点）以上正答することとしていま

す。 

・既に名簿に登載されている方は、ＶＯＤの受講は可能ですが効果測定を受講していただか

なくても結構です。また、既に名簿に登載されている方が効果測定を受けた結果、登載基

準に達しない場合でも名簿登載には影響しません。ただし、著作権カードの交付は致しま

せん。 

・名簿への登載項目は「所属会」「氏名」「事務所所在地」「電話番号」「登録番号」「管理番

号（日行連で採番）」です。 

・不合格の場合は本年度の再受験はできませんので、次年度以降、本研修が再登載される際

に再度ご受講ください。 

以上 


